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（資料４５）知的研究基盤の整備状況 
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１．環境研究基盤技術ラボラトリー 

 

１）事業の概要 

 環境研究者の研究開発活動を安定的かつ効果的に支える知的基盤として、(1)環境標準試料の

作製と分譲、 (2)分析の精度管理、(3)環境試料の収集・作成と長期保存、 (4)絶滅危惧生物の

細胞・遺伝子保存、(5)環境微生物の収集・保存と分譲、及び(6)生物資源情報の整備を行い、環

境分野における物質及び生物関連のレファレンスラボラトリー(ＲＬ：環境質の測定において標

準となる物質・資料や生物および手法を具備している機関)としての機能の整備と強化を図る。 

 

２）事業期間 

 平成１３年度～ 

 

３）平成１７年度研究成果の概要 

(1) 標準試料の作成・提供 
・ 食事試料と大気粉塵試料の作製をおこなった。食事試料は国際的に認証された保証値をも

った試料として１７年度に発売を開始した。大気粉塵試料は瓶詰めを終了し、保証値を決

定した。 

・ 特に食事試料については、日本の平均的な食事に関する標準試料であり、今後の利用拡大

が期待される。 

・ 保証値の得られている環境標準試料については、国内外への提供を行っているが、平成１７

年度は、現在まで総販売数は１１８試料で、販売数は国内７７試料、国外４１試料であった。 

・ 環境研究基盤技術ラボラトリー運営委員会に環境標準試料作製検討小委員会を設置し、標

準試料作製・提供に係る体制の強化を目指した運営をおこなった。 

(2) 分析の精度管理 
・ 基盤計測機器について、１７年度にこれら基盤計測機器を利用した研究テーマは約３０課

題あり、所内１３ユニット、約４割の研究者が基盤計測機器を利用しており、環境に関わ

る分野の応用研究や基礎研究に役立つデータを提供した。なお、１７年度にはＩＣＰ発光

分光分析装置と元素分析計が更新された。 

(3) 環境試料（環境試料タイムカプセル化事業）   
・ １６年度に引き続き試料の収集、保存事業を展開した。 

a) 二枚貝試料 
・ 定点採取地点１０地点からイガイ科並びにカキ科の二枚貝を、移動採取地点１０地点から

イガイ科の二枚貝を採取し、各群２０～２００体をむき身にし、現地で重量計測後速やか

に液体窒素で凍結した。実験室で凍結状態のまま粗粉砕、ついで微粉砕を実施。粉砕試料

は平均粒径を計測して粉砕状況を確認後、よく混合してから５０ml 容量のガラスビンに小

分けしてフリーザー及び-１５０℃前後の液体窒素上気相保存体制に入った。１７年度は約

１００試料を保存。１４-１７年度で総計約４３０試料を保存。 

・ 大気粉じん試料 

・ これまでに利尻、東京、隠岐で採取を実施し、フリーザーないし冷凍庫に保管中。波照間

観測ステーションにハイボリュームサンプラを設置し、１０月から毎月１回、２４時間採

取をおこなっている。 

・ 東京湾精密調査（魚類並びに底質試料） 
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・ 東京湾内に設定した２０箇所の調査地点で表層底質試料を採取し、冷凍庫に保存（５月調

査）。５月、８月、１０月、２月の４回の調査で、同様の調査地点で魚類、甲殻類、軟体

動物を採取し、それらの種類と数、生物資源量（総重量）を計測した。そのうち、アカエ

イを選んでその日のうちに解剖し、肝臓を凍結して二枚貝と同じ手法で凍結粉砕、均質化

を行い、粒径分布を確認した上でよく混ぜ合わせて５０ml のガラスビンに小分けし、フリ

ーザーに保存した。小分け試料は重金属測定を行って均質性の確認作業を進めた。二枚貝

試料も含め、凍結粉砕試料の粒径の均質性はきわめて良好であった。また、一試料瓶内お

よび試料瓶間での元素均質性については、多くの元素で均質性が良好な結果が得られた。

作業環境からの有機物等の混入の防止、低減に向けて今後さらに監視・検討を続ける必要

がある。１７年度は１２５試料程度保存される。１４－１６年度で総計約３７０試料を保

存。 

・ 母乳 

・ 昨年同様、自衛隊中央病院の協力を得てこれまでに８８試料採取し、超低温フリーザーに

保管中。昨年度試料とあわせて重金属分析を実施し、汚染状況に関するデータを蓄積する

作業を進めている。 

・ 情報収集と整備 

・ 化学物質汚染に関連する文献を情報検索をもとに収集し、スキャナーで画像として取り込ん

でＰＤＦファイルとして整理、保存する作業を今年度も継続している。環境タイムカプセル

棟の新設と新しい液体窒素上気相保存施設ならびに－６０度冷凍室での長期保管体制を整え

るため、保存試料の管理並びに付帯情報管理のためのデータベースシステムを作成した。 

・ その他 

・ 環境省環境保健部で実施されてきている化学物質環境汚染実態調査（略して黒本調査）

で収集、分析された生物試料、底質試料並びに食事試料の保存用試料(１９９３年～)が

タイムカプセル棟に移されて、保存を継続することとなった。茨城県神栖町の有機ヒ素

化合物汚染に関連する人関連試料とあわせて、長期保管体制に入った。 

・ 絶滅危惧種タンチョウヅルの肝臓、筋肉及び餌となるたい肥やウミガメの組織を環境試

料として保存した。 

(4) 絶滅危惧種の細胞・遺伝子保存（環境試料タイムカプセル化事業） 
・ 全国１８０地点で調査を行い、絶滅危惧ⅠあるいはⅡ類種となっているシャジクモ藻類や

淡水産紅藻類が６７系統が培養保存され、これまでとあわせ合計２０３系統が保存され、

目標の５０系統を大幅にうわまわった。 

・ 新規に試料の保存を実施した種は鳥類１２種、哺乳類５種で、これらから３５４系統の試

料が保存された。１６年度までのとあわせて６３８系統の細胞・遺伝子が保存され、中期

計画目標の２００系統を超えている。１７年度の詳細を下記に示す。 

1) 保存された種：クロツラヘラサギ(Platalea leucorodia 絶滅危惧ⅠＡ類)、カン
ムリワシ(Spilornis cheela 絶滅危惧ⅠＡ類)、カラスバト(Columba janthina 

準絶滅危惧)、ウミスズメ(Synthliboramphus ant 絶滅危惧ⅠＡ類)、ミゾゴイ

(Gorsakius goisagi 準絶滅危惧)、クロウミツバメ(Oceanodroma matsudairae 

絶滅危惧Ⅱ類)、アカヒゲ(Erithacus komadori 絶滅危惧Ⅱ類)、シマフクロウ

(Ketupa blakistoni 絶滅危惧ⅠＡ類)、アマミヤマシギ(Scolopax mira 絶滅危

惧ⅠＢ類)、オオタカ(Accipiter gentilis 絶滅危惧Ⅱ類)、サンカノゴイ

(Botaurus stellaris stellaris 絶滅危惧ⅠＢ類)、ハイタカ(Accipiter nisus 

nisosimilis 準絶滅危惧)、ダイトウオオコウモリ(Pteropus dasymamallus 絶
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滅危惧ⅠＡ類)、ヒナコウモリ(Vespertilio superan 絶滅危惧Ⅱ類)、ヒメホオ

ヒゲコウモリ(Myotis ikonnikovi ikonnikovi 絶滅危惧ⅠＢ類)、カグヤコウモリ

(Myotis frater kaguyae 絶滅危惧Ⅱ類)、ケナガネズミ(Diplothrix legata 絶

滅危惧ⅠＢ類)。本年度中の保存試料数は現時点で２２６系統となり、先年度まで

の保存試料数と合計して３３３系統となった。 

2) 検疫については今年度よりインフルエンザウイルスおよびウエストナイルウイル
スの診断キットによる現場検疫が開始された。また、タイムカプセル棟において

もリアルタイムＰＣＲによる検疫システムが導入され、検疫作業に要する時間が

大幅に短縮された。しかし、今年度は協力機関に対する検疫システムの説明が徹

底せず、検疫が実施できなかった例が見られた。現在は各協力機関への診断キッ

トおよび検疫マニュアルの配布が徹底され、効率的な検疫を実施することが可能

となっている。 

・ モスクワ大学（ロシア）、ソール大学（韓国）、中国農業大学、サラワク生物多様性セン

ター（マレーシア）、ジュロンバードパーク（シンガポール）鳥類細胞保存のアジア国際

ネットワーク構築にむけての活動を開始した。 

(5) 環境微生物の収集・保存・提供 
・ １７年度は６０株の寄託数があり、あわせて１８７１株の保存株数となり、中期計画の数

値目標を十分に達成した。このうち約１６００株が提供可能な微細藻類株として、分譲株

リストに掲載されることとなる。平成１７年度の提供株数は６５８株であり、内訳として

所内１８８株、国内４１６株、外国５４株である。 

・ １７年度は、各サブ機関が目標とする藻類株数の達成にむけて順調に藻類株数を増加させ、

３５００株に達した。また、微細藻類資源保存は国立環境研究所に一元化された。 

・ 凍結保存技術の開発が進み、凍結状態で保存されている株は ３１０株に増加した。また、富

栄養水域に発生して人体や社会に被害を及ぼす有毒藻類株が７０株、将来のエネルギー資源

として有用なオイル生産藻類株が１８０株、タイプ株・レファレンス株が６０株、遺伝子デ

ータ（１６ＳｒＲＮＡ, １８ＳｒＲＮＡ, ａｔｐＢ, ＣＯＸＩ, ｒｂｓＬ遺伝子，ミトコン

ドリア完全配列, 全ゲノムなど）がある藻類株が３１０株を数え、環境研独自の培養株が９

０％以上と他の機関と比べて独自性が高いものとなった（英国ＣＣＡＰは６５％）。 

・ ＣＳＩＲＯ（オーストラリア）、生命科学研究所（韓国）、中国科学院水生生物研究所、

タイ国科学技術研究所、ＮＩＷＡ（ニュージーランド）、マラヤ大学、ハノイ大学と藻類

資源のアジア・オセアニア地域ネットワークを構築した。 

(6) 生物資源情報の体系的整備 
・ 国立環境研究所基盤ラボに国内の藻類資源の情報及び提供を一元化することができ、国立

遺伝研にある全生物資源データベース組み入れられ、国内外に公開された。 

・ 藻類情報は、培養株の履歴データ、分類情報、培養・保存データ、特性データ、形態画像

情報等からなり、現在まで１８００株のデータベースが構築され、公開された。 

・ 藻類資源のアジア・オセアニア地域ネットワークにおいて、アジア・オセアニア地域藻類

資源情報データベース作成のための活動を開始した。 

・ 絶滅危惧野生動物細胞・遺伝子試料に関する情報の整備について、１５年度に作成したデ

ータ整備の基本フォーマットにそって、データ入力等作業が進行し、保存されている系統

の７０％にあたる約４５０系統のデータベースが構築された。 

(7) その他：事業関連研究 
・ 本事業に関連して分子鋳型を用いた汚染物質の選択的吸着に関する研究からは、塩素化ビ
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スフェノールＡ、ミクロシスチン以外の微細藻類毒素の高感度分析法の開発がなされた。 

・ 発生工学的手法を用いた動物個体増殖法の開発においては、タイムカプセル化事業で保存

した細胞の利用技術開発にむけて、下記の２つの大きな成果が得られた。 

・ 鳥類（ニワトリ）の始原生殖細胞の in vitro 培養法の確立：本研究で用いた培養条件で増

殖する始原生殖細胞は本来の細胞学的性質を維持している。この様な培養系の開発は、哺

乳類（マウス）においても報告されておらず、今後は生殖幹細胞研究の分野で有用な研究

手法となる。 

・ 異種間生殖巣キメラ個体による子孫個体作成：ニワトリ/ニホンキジ間での異種間生殖巣キ

メラのうち雄３個体（全７個体）の精液からニホンキジのシグナルを検出し、異種間での

免疫系による排除が行われないことが判明した。異物であるドナー生殖細胞が、レシピエ

ント胚の生殖巣と相互関係を保ちながら、正常に増殖･分化するという結果は、生殖免疫の

謎を読み解くための新しい実験系の創出に発展する可能性がある。この点で、科学の進歩

に大きく貢献するものである。 

・ 所内鳥類飼育舎にて飼育中の熊本県指定天然記念物（久連子鶏：クレコドリ）を絶滅危惧

鳥類種のモデルとして使用し、多産系ニワトリとの生殖巣キメラ個体から、久連子鶏の復

元に成功した。始原生殖細胞を用いた発生工学的手法を絶滅危惧野生鳥類の個体復元に応

用できる可能性を示した。 

・ 人工容器と人工膜を用いた卵殻なし鳥類胚培養法の開発に成功した。これによって、たと

え卵殻が破損しても、鳥類個体を得ることが可能となった。発生工学技術が絶滅危惧鳥類

の保全に応用可能であることを示した。 

・ マーカー遺伝子（ＧＦＰ）導入ニワトリ胚性線維芽細胞株の樹立に成功し、始原生殖細胞と

ＧＦＰ導入体細胞が細胞融合する条件を明らかにした。始原生殖細胞と体細胞との細胞融合

実験に成功したため、体細胞が生殖細胞になる可能性を示すことができた。始原生殖細胞に

紫外線を照射することで、始原生殖細胞側の細胞核を不活性化する条件も明らかにした。凍

結保存している絶滅危惧鳥類種の体細胞から個体作出につながる点でその意義は大きい。 

・ 生体染色を行った始原生殖細胞を胚体に移植し、移植した細胞数に対して、生着・増殖し

た始原生殖細胞数を算出した。生殖巣キメラを成立させるのに必要な最低限の始原生殖細

胞数を明らかにすることで、遺伝資源保存に最適な細胞数の策定に向けた知見を得ること

ができた。 

・ 炭化水素生産藻類 Botryococcus は、排出される二酸化炭素を吸収し、重油に転換すること

で注目されているが、自然界から１８０株を分離培養し、系統を解析するとともに、炭化

水素生産能が高く、増殖の早い培養株を分離できたこと、純度の高いシクロヘキセンを生産

する株、やさらに軽油（ディーゼル油）を生産する新たな新属新種の藻類が分離培養された。 

・ 微細藻類の遺伝子解析データから、有毒アオコの毒遺伝子が水平伝播していることや自然

界で組換えを行っていること、さらにハウスキーピング遺伝子の解析から、有毒アオコは

遺伝的多様性が極めて高いが、ほとんどは突然変異によるという結果を得た。 

 

 

 

 

 

 

 



 45-6

４）外部研究評価の結果 

 

   ５ ４ ３ ２ １ 合計 

 中間評価 6 3    9 

 （平成 15 年 4 月） (67) (33)    (100) 

 15 年度成果に対する評価・助言 8 4    12 

 （16 年 4 月） (67) (33)    (100) 

 16 年度成果に対する評価・助言 3 4 1   8 

 （17 年 4 月） (38) (50) (13)     (100) 

 事後評価 3 5    8 

 （18 年 5 月） (38) (62)     (100) 

 （参考）内部事後評価 3 7    10 

 （18 年 3 月） (30) (70)     (100) 

   注）上段：評価人数、下段：％ 

   事後評価基準（５：大変優れている、４：優れている、３：普通、２：やや劣る、１：劣る） 
    

※年度評価基準・中間評価基準では、「Ａ：大変優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：やや改善が

必要、Ｅ：大幅な改善が必要」としていたが、ＳＡＢＣＤ評価と混同しやすいことから、事後評価では数

字による五段階評価に変更している。 

 

外部研究評価委員会による事後評価の平均評点 ４．４点 

 

 

５）外部研究評価委員会の見解 

１．リファレンス・ラボラトリーとしてその意味を十分に受け止め、ラボラトリー開始後限ら

れた期間ではあるが、着実に成長していると判断される。予算規模、人員などの制約の下

に最大限の成果が挙がっているであろう。 

２．タイムカプセル事業も順調のようであり、環境標準試料の作成や保存事業は着実に進行し

ており、領布されてきた実績は高く評価される。特に絶滅危惧種の細胞／遺伝子等の収集・

保存についても重要である。この種の保存事業に関しては、海外も含め、同様な努力を進

めている他機関との連携を構築することも考えられる。 

３．我が国として、絶滅危惧種の細胞／遺伝子等の収集・保存において、何をどのような形で

保存することが必要なのかの長期的ビジョンを提示することも必要である。この前提とし

て、一般市民も含め、収集・保全の理念・価値感の明確化に向けた検討をしておくことも

必要であろう。 

 

６）今後の展望等 

外部評価委員会における評価委員のコメントなどからも、環境研究基盤技術ラボラトリーの実

施している活動は重要なものであり、高く評価されており、今後も継続すべきものと認識してい

る。 

環境タイムカプセル（環境スペシメンバンク）活動は、継続により試料が蓄積されていくもの

で、無限に拡大することは不可能であることを認識し、試料収集と廃棄に関する戦略を固める必

要がある。このため、外部有識者を含めた検討会・ワーキンググループを構成し、１，２年のう

ちに結論を得ることとしたい。 

保存試料は貴重なものであり、事故等による逸失を防ぐためにも、複数の場所において保存す
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ることが必要である。このため、上記検討会・ワーキンググループの活用も含めて、国内におけ

る候補機関の選定を行う。 

アジア地域（特に東アジア地域）における環境スペシメンバンクのネットワーク構築を目指す。

既に、一部ではあるが予備的に協力関係が出来つつある研究者・機関も存在しており、これらを

確固としたものとするとともに、広くオープンなネットワーク構成を目指す。 

 

 

 

 

２．地球環境研究センター 

 
１）研究の概要 

地球環境の『モニタリング』を実施する、スーパーコンピュータやデータベースなどを中心

とする地球環境研究の『支援』を行う、地球環境研究の様々な学問領域、対象、国々などの研究

を『総合化』する。 

 

２）研究期間 
  平成１３年度～ 

 

３）平成１７年度研究成果の概要 

＜戦略モニタリング・データベースの整備＞ 

(1)温室効果ガス 

① 波照間島・落石岬における連続自動観測の継続。新１０m観測タワーの設置 

② 西太平洋南北海洋性大気の観測の継続。同位体･酸素観測との連携 

③ 標準ガスの整備（第二世代ＣＯ2、オゾン校正など） 

④ シベリア上空（３地点）の高度分布測定の継続と高頻度化・地上支援観測の整備 

⑤ 北太平洋のＣＯ2 収支観測の継続及び西太平洋での新たな観測設備の整備 

⑥ 富士山北麓において新サイトを立ち上げ、観測を開始 

⑦ 天塩における森林施業による炭素循環モニタリング継続 

(2)成層圏オゾン減少 

① つくばにおける成層圏オゾンのミリ波分光観測の継続 

② つくばにおけるＦＴＩＲ による高分解能観測の継続 

③ 陸別での成層圏オゾンのミリ波分光連続観測とブリューワ分光器による紫外線観測の

継続 

④ 有害紫外線観測ネットワークの継続 

(3)海洋・陸水環境 

① ＧＥＭＳ/Water のモニタリング継続 

② メコン河国際河川の水質･生物多様性モニタリングの実施と国際ワークショップの開

催 

(4)社会科学・その他の分野 

① 温室効果ガス排出シナリオデータベースの整備 

② 炭素吸収源データベースの整備・衛星データの収集と解析 
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③ マテリアルフローデータベースの整備 

④ 東南アジア森林データ収集整備の継続 

(5)温室効果ガス排出インベントリの整備と解析 

① 日本国の温室効果ガス排出/吸収インベントリのとりまとめと報告 

② 温室効果ガス排出/吸収インベントリデータの解析と東アジア地域における協力 

(6)衛星による温室効果ガスモニタリング手法の開発 

① 近赤外太陽光散乱法によるＣＯ2、ＣＨ4 の気柱濃度測定手法の開発 

② 温室効果ガス観測センサーによる地上･航空機実験の実施 

＜地球環境研究の総合化および支援＞ 

(1)地球環境研究の総合化 

① 炭素循環及び温室効果ガス観測ワークショップの開催 

② ＩＧＢＰ、ＷＣＲＰ、ＩＨＤＰ によるGlobal Carbon Project 国際オフィスの運営 

③ ＵＮＥＰ のGlobal Environment Outlook 編纂への参加 

(2)地球環境研究成果の発信 

① 地球環境研究センターニュースの発行（１２ 回） 

② ホームページの充実 

③ ＣＧＥＲ 事業報告書の出版 

＜その他＞ 

①温室効果ガス観測技術衛星（ＧＯＳＡＴ）データ処理運用システムの検討 

②オフィスビル省エネ対策技術の開発研究 

 

 

４）外部研究評価の結果 

 

   ５ ４ ３ ２ １ 合計 

 中間評価 2 5    7 

 （平成 15 年 4 月） (29) (71)    (100) 

 15 年度成果に対する評価・助言 3 9 1   13 

 （16 年 4 月） (23) (69) (8)   (100) 

 16 年度成果に対する評価・助言 6 4    10 

 （17 年 4 月） (60) (40)       (100) 

 事後評価 6 2    8 

 （18 年 5 月） (75) (25)     (100) 

 （参考）内部事後評価 3 7    10 

 （18 年 3 月） (30) (70)     (100) 

   注）上段：評価人数、下段：％ 

   事後評価基準（５：大変優れている、４：優れている、３：普通、２：やや劣る、１：劣る） 
    

※年度評価基準・中間評価基準では、「Ａ：大変優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：やや改善が

必要、Ｅ：大幅な改善が必要」としていたが、ＳＡＢＣＤ評価と混同しやすいことから、事後評価では数

字による五段階評価に変更している。 

 

外部研究評価委員会による事後評価の平均評点 ４．８点 
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５）外部研究評価委員会の見解 

１．本センターにおけるモニタリング・データベース業務において優れた事業が遂行されてお

り、地球環境に関する多項目の長期モニタリング業務も着実に進展している。これらは継

続によりその意味がますます大きくなるものであり、今後の安定した運用を望む。同時に

適宜、センターの事業活動に関しては広い視点から見直しを図っていくことも重要である。 

２．本センターは地球環境研究の世界的な中核的な研究拠点を目指し、国際的な貢献、国内に

おける諸機関・諸研究者との連携を重視して運営がなされている。また、広報や社会活動

の面でも、ＣＧＥＲニュースによる情報発信などを通じてセンターのプレゼンスを高めて

いる。 

３．以上の適切な活動を継続・発展させると同時に、センターにおける業務的な活動と、先端

研究を指向する若手研究者の意欲との相克のない運営を実現されることも必要である。ま

た、世界的な拠点としての求心力を一層高めるために、海外からも含めて多様な分野から

の人材確保、またセンターにおける人材育成を重視することも必要であろう。 

 

６）今後の展望等 

第二期中期計画において、モニタリング･データベース事業に関して広い観点から見直しを行

いつつ、広報や社会活動を含め、センター事業を引き続き着実に遂行することとしている。また、

業務的活動と研究活動の両立を目指すセンターの特殊性を考慮しつつ、世界的な拠点としての求

心力を高めるための人材確保、人材育成に努力したい。 

 

 

 

 


